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後
期
高
齢
者
健
診
と
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
（
75
歳
以
上
の

方
、
も
し
く
は
65
歳
～
74
歳
の
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
も
含
む
）
が

対
象
の
健
康
診
断
で
す
。
対
象
者
に
は
、
６

月
中
旬
に
受
診
券
と
案
内
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
受
診
の
際
に
は
、
受
診
券
と
被
保
険
者

証
を
忘
れ
ず
に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

❖
受
診
の
注
意

①
午
前
に
受
診
す
る
場
合
、
朝
食
は
食
べ
な

い
こ
と
。
水
は
飲
ん
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

②
午
後
に
受
診
す
る
場
合
、
朝
食
は
軽
く
食

べ
、
昼
食
は
食
べ
な
い
こ
と
。

③
尿
検
査
が
あ
り
ま
す
。
健
診
前
の
ト
イ
レ

は
控
え
ま
し
ょ
う
。

❖
費
用　

無
料

問 

健
康
ラ
イ
フ
課 

健
康
づ
く
り
班

    

☎ 

30
‐
０
１
１
９

　

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
と
は
、
認
知
症
を
正
し

く
理
解
し
、
偏
見
を
も
た
ず
さ
り
げ
な
く
も
温

か
く
、
認
知
症
の
方
や
家
族
を
見
守
る
応
援
者

で
す
。
秋
に
は
十
和
田
・
大
湯
地
区
で
行
い
ま
す
。

❖
日
時　

7
月
26
日
金 

10
時
～
11
時
30
分

❖
場
所　

花
輪
市
民
セ
ン
タ
ー
（
コ
モ
ッ
セ
内
）

　
問 

花
輪
・
尾
去
沢
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
22
‐
０
５
０
２

あ
っ
た
方
で
、
制
度
加
入
後
２
年
を
経
過
し

て
い
な
い
方
の
均
等
割
は
５
割
軽
減
さ
れ

ま
す
。
（
低
所
得
軽
減
に
も
該
当
す
る
方
は
、

軽
減
額
の
大
き
い
方
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
） 

※
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
と
国
民
健
康
保

険
組
合
（
国
保
組
合
）
に
加
入
さ
れ
て
い
た

方
は
、
軽
減
措
置
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

問 

市
民
課 

国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

　

交
通
事
故
な
ど
他
人(

第
三
者)

の
行
為

に
よ
っ
て
病
気
や
け
が
を
し
た
場
合
で
も
、

健
康
保
険
で
医
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
届
出
が
必
要
で
す
の
で
市
民
課
国
保
医

療
班
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問 

市
民
課 

国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

　

今
月
は
、
八
幡
平
・
大
湯
・
尾
去
沢
地
区

を
検
診
車
が
巡
回
し
ま
す
。

　

肺
の
検
診
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
撮
影
、
大
腸
の

検
診
は
簡
単
な
検
便
の
検
査
で
す
。

　

詳
し
い
日
程
は
、
「
２
０
１
９
年
度　

検

診
の
ご
案
内
（
青
色
の
冊
子
）
」
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
の
う
え
、
当
日
会

場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問 

健
康
ラ
イ
フ
課 

健
康
づ
く
り
班

    

☎ 

30
‐
０
１
１
９

肺
・
大
腸
の
検
診

認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

今
年
度
の
保
険
料
率
（
昨
年
度
と
同
率
）

【
均
等
割
額
】
３
９
・
７
１
０
円

【
所
得
割
額
】
基
礎
控
除
後
の
被
保
険
者
本
人

の
総
所
得
額
×
８
・
07
％

けんこう information

　　

4
月
1
日
の
世
帯
状
況
や
今
年
度
の
市
県

民
税
額
の
確
定
に
伴
い
、
今
年
度
の
介
護
保

険
料
の
額
を
決
定
し
、
介
護
保
険
料
納
入
通

知
書
を
7
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

今
年
度
か
ら
は
、
消
費
税
引
き
上
げ
に
伴

い
公
費
に
よ
る
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
る
所

得
段
階
を
第
1
段
階
か
ら
第
3
段
階
ま
で
拡

大
し
て
い
ま
す
。

　

災
害
に
よ
る
損
害
や
病
気
、
失
業
な
ど
に

よ
る
収
入
の
著
し
い
減
少
に
よ
り
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
場
合
、
ま

た
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
一
定
条
件
を
満

た
す
と
き
は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
減
免

を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問 

子
育
て
・
長
寿
課 

高
齢
者
支
援
班　

　

 

☎
30
‐
０
２
３
４

　

80
歳
以
上
の
一
人
暮
ら
し
や
、
65
歳
以
上

の
高
齢
者
の
み
の
世
帯
で
暮
ら
し
て
い
る
方

に
対
し
て
、
１
枚
５
０
０
円
の
タ
ク
シ
ー
券

を
１
カ
月
あ
た
り
２
枚
交
付
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
で
ま
だ
交
付
を
受
け
て
い

な
い
方
は
、
代
理
の
方
に
よ
る
申
請
も
受
け

付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問 

子
育
て
・
長
寿
課 

高
齢
者
支
援
班

　

☎
30
‐
０
２
３
４

　　　

病
院
受
診
時
の
医
療
費
の
支
払
い
が
自
己

負
担
限
度
額
ま
で
に
な
る
「
限
度
額
適
用
認

定
証
」
と
、
入
院
時
の
食
事
代
が
減
額
さ
れ

る
「
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有
効
期

普
通
徴
収
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す

　

保
険
料
の
支
払
方
法
は
、
特
別
徴
収
（
年

金
か
ら
の
納
付
）
と
普
通
徴
収
（
口
座
振
替

ま
た
は
納
付
書
で
の
納
付
）
が
あ
り
ま
す
。

❖
口
座
振
替
で
の
納
付　

納
め
忘
れ
が
な
く

納
付
の
手
間
も
省
け
る
、
便
利
で
安
心
な
口

座
振
替
が
お
す
す
め
で
す
。

　

国
保
に
加
入
し
て
い
た
と
き
に
口
座
振
替

で
納
め
て
い
た
方
も
、
改
め
て
口
座
振
替
の

依
頼
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

❖
納
付
書
で
の
納
付　

全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
の
ほ
か
、
東
北
管
内
の
ゆ
う
ち

ょ
銀
行
（
簡
易
郵
便
局
含
む
）
で
納
付
で
き

ま
す
。

保
険
料
軽
減
措
置
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
は
、
所
得
の
低
い

世
帯
の
方
の
保
険
料
を
軽
減
す
る
次
の
よ
う

な
措
置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

❖
均
等
割
の
軽
減

❖
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
で
あ

っ
た
方
の
軽
減

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る
前
日

に
、
職
場
の
健
康
保
険
な
ど
の
被
扶
養
者
で

限
は
、
７
月
31
日
水
と
な
っ
て
い
ま
す
。

❖
国
保
の
方　

更
新
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は

手
続
き
が
必
要
で
す
。
手
続
き
は
７
月
下
旬

以
降
に
、
市
民
課
国
保
医
療
班
ま
た
は
各
支

所
で
お
願
い
し
ま
す
。

❖
後
期
の
方　

新
規
に
対
象
と
な
る
方
の
み

案
内
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
手
続
き
を
お
願

い
し
ま
す
。
更
新
と
な
る
方
の
手
続
き
は
不

要
で
す
。

問 

市
民
課 

国
保
医
療
班 

☎
30
‐
０
２
２
２

被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
被
保
険
者
証
は

８
月
１
日
木
か
ら
「
あ
ず
き
色
」
に
変
わ
り

ま
す
。

　

７
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
す
の
で
、
８
月
１

日
木
以
降
は
新
し
い
被
保
険
者
証
を
お
使
い

く
だ
さ
い
。
適
用
認
定
証
や
減
額
認
定
証
が

更
新
に
な
る
方
に
は
被
保
険
者
証
と
一
緒
に

送
付
し
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

保
険
料
の
通
知
を
お
送
り
し
ま
す

　

ご
自
分
の
保
険
料
額
や
納
付
方
法
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

交
通
事
故
な
ど
に
あ
っ
た
と
き

医
療
費
の
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
お
持
ち
の
方
へ

後
期
高
齢
者
医
療

　

特
定
健
診
、
後
期
高
齢
者
健
診
、
30
代
さ

ん
ま
る
健
診

❖
時
間　

13
時
30
分
～
14
時
30
分

❖
対
象　

国
保
（
40
歳
以
上
）
の
方
、
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
の
方
、
社
会
保
険
な
ど
の

保
険
加
入
者
で
受
診
券
を
お
持
ち
の
方
、
30

歳
～
39
歳
で
健
康
診
断
の
機
会
の
な
い
方

❖
持
ち
物　

被
保
険
者
証
、
受
診
券
、
自
己

負
担
金
（
国
保
・
後
期
高
齢
者
以
外
）

※
11
日
木
は
同
会
場
で
肺
と
大
腸
の
が
ん
検

診
も
受
診
で
き
ま
す
。
こ
ち
ら
は
有
料
に
な

り
ま
す
。

問 

健
康
ラ
イ
フ
課 

健
康
づ
く
り
班

    

☎ 

30
‐
０
１
１
９

　　

介
護
者
同
士
の
交
流
や
情
報
交
換
を
通
じ

て
介
護
者
の
健
康
づ
く
り
・
心
身
の
リ
フ
レ

ッ
シ
ュ
を
図
り
ま
す
。
在
宅
で
介
護
し
て
い

る
方
、
介
護
経
験
の
あ
る
方
、
介
護
に
つ
い

て
学
び
た
い
方
な
ど
、
ど
な
た
で
も
参
加
で

き
ま
す
。
（
年
６
回
開
催
）

❖
日
時　

７
月
18
日
木 

10
時
～
12
時

❖
場
所　

花
輪
市
民
セ
ン
タ
ー 

研
修
室
（
コ

モ
ッ
セ
内
）

❖
内
容　

介
護
経
験
者
と
の
情
報
交
換
や
心

と
体
の
癒
し
、
セ
ラ
ピ
ー
効
果
の
あ
る
ハ
ン

ド
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
行
い
ま
す
。

問
健
康
ラ
イ
フ
課 
介
護
予
防
班　

　

☎
３
０
‐
０
１
０
３

　　❖
日
時　

７
月
19

日
金  

10

時
～
11

時

❖
場
所　

福
祉
保
健
セ
ン
タ
ー 

団
体
活
動
室

問 

子
育
て
・
長
寿
課 

高
齢
者
支
援
班 

　

 

☎
30
‐
０
２
３
４

介
護
保
険
制
度
説
明
会

７月の献血車訪問

とき 受付時間 ところ

４日木 13 時 45 分～15 時 30 分
福 祉 保 健 セ ン

ター

24 日水

9 時～10 時
東北電力㈱鹿

角電力センター

10 時 45 分～ 12 時 ㈲プレ・テック

14 時～ 16 時 30 分 鹿角中央病院

＊ 400 ミリリットル献血にご協力をお願いします。

輸血患者の副作用軽減につながります。

こころの個別相談：相談の専門家（臨床心理士）が悩みを聞きます。事前に予約が必要です。（☎ 30-0103）

高
齢
者
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
を
ご

利
用
く
だ
さ
い　

介
護
保
険
料
の
通
知
書
を
お
送

り
し
ま
す

7
月
の
集
団
健
診

家
族
介
護
者
交
流
会

33
万
円
＋
51
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者

の
数
以
下

33
万
円
＋
28
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者

の
数
以
下

33
万
円
以
下

世
帯
主
お
よ
び
世
帯
に
属
す
る
被
保
険

者
の
所
得
の
合
計
額

う
ち
被
保
険
者
全
員
が
年
金
収

入
80
万
円
以
下
（
そ
の
他
各
種

所
得
が
な
い
）

２
割

５
割

８
割

８
・
５
割

軽
減
割
合

後
期
高
齢
者
健
診
が
始
ま
り
ま
す

日
に
ち

場
所

７
月
11
日
木

八
幡
平
市
民
セ
ン
タ
ー

７
月
30
日
火

尾
去
沢
市
民
セ
ン
タ
ー

前年度から

の差額

△ 5,670 円

△ 9,450 円

△ 1,890 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

令和元年度

年額保険料

28,350 円

47,250 円

54,810 円

68,040 円

75,600 円

90,720 円

98,280 円

113,400 円

128,520 円

保険料率

基準額× 0.375

基準額× 0.625

基準額× 0.725

基準額× 0.9

基準額

基準額× 1.2

基準額× 1.3

基準額× 1.5

基準額× 1.7

平成３０年度

年額保険料

34,020 円

56,700 円

56,700 円

68,040 円

75,600 円

90,720 円

98,280 円

113,400 円

128,520 円

保険料率

基準額× 0.45

基準額× 0.75

基準額× 0.75

基準額× 0.9

基準額

基準額× 1.2

基準額× 1.3

基準額× 1.5

基準額× 1.7

所得

段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第 9 段階


